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 日メキシコ両国政府は、日メキシコ経済連携協定に関する１年４ヶ月にわた

る精力的な交渉を経て、今般、本件協定の主要点について実質的諸合意に達し

た。これにより、今後の協定案文の確定作業を経て署名に至る見通しが開けた

ところ、今次協定の狙い及び主要な合意点は次の通り。 

 

 

１．協定の狙い 

 日本とメキシコの間の物品、人、サービス、資本の自由な移動を促進し、双

方の経済活動の連携を強化するとともに、競争政策、ビジネス環境整備、人材

育成や中小企業支援等の二国間協力を含む包括的な経済連携を推進する。これ

により、日メキシコ両国が本来有している相互補完性を発揮させ、二国間経済

関係を一層強化する。 

 

２．分野別の主要合意点 

（１）物品の貿易 

農産品と工業品を含む包括的な関税の撤廃と引き下げが行われる。ＮＡＦＴ

Ａ等の協定の実施により生じていた関税面での不安定性や不利益を解消、我が

国企業が米・ＥＵの企業に対して対等の競争力を回復することが期待される。

この分野の主要な結果については別添の通り。 

 

（２）貿易円滑化のための税関手続 

両国は迅速な通関手続のために互いに協力を行う。 

 

（３）越境サービス貿易 

越境サービス貿易の自由化を原則とし、相手国のサービス提供者に対して原

則として内国民待遇及び最恵国待遇を与えることを約束する。この原則の例外

として規制が残る分野について透明性の観点から附属書に掲載することとし

た。 
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（４）投資 

互いの国の投資家に対し、投資の自由化と保護のために内国民待遇及び最恵

国待遇を与え、また、例外を明記することで透明性の高いルールを規定した。

日本企業は、今後はメキシコがＦＴＡを結んでいる米、加、その他の国の企業

と同等のレベルの待遇を享受できることが担保される。 

 

（５）政府調達        
昨年の５月以来、ＦＴＡ未締結を理由に日本企業がメキシコの政府調達から

排除される事例があったが、本協定によりメキシコは政府機関、政府系企業の

サービス、建設サービスや財の調達を我が国企業にも開放。日本の企業は、メ

キシコ・ＥＵ間のＦＴＡ締結時のＥＵと同等の条件で、かつ、ＮＡＦＴＡ締結

時の米及び加より有利な条件で、メキシコの政府及び政府系企業の調達市場に

参加できることになる。 

 

（６）競争政策     
両国は執行活動に関する通報やその他執行活動上の協力・調整等を通じ、反

競争的行為の規制の分野において協力する。これにより、公正かつ自由な競争

に則った経済活動の促進に向けて連携する体制が構築されることになる。 

 

（７）ビジネス環境整備      
両国の企業間の貿易・投資を促進するためのビジネス環境を整備するために、

協議を行う。そのため、民間セクターからの代表の参加も可能なビジネス環境

整備委員会を設置する。 

 

（８）二国間協力 

両国の経済連携の強化に資するべく、貿易投資促進、裾野産業、中小企業、

科学技術、人材養成、知的財産、農業、観光、環境の９分野において二国間の

協力を進めていく。 
 

（９）紛争処理    

本協定の解釈・適用から生ずる両国間の紛争を友好的かつ公正に解決するた

め、仲裁裁判を含む規則や手続を定める。 
（了） 



別添１

農産物５品目の取扱いについて

１ 豚肉

・ 従価税率半減の特恵輸入枠の設定

初年度 ３８０００トン → ５年目 ８００００トン, ,

２ オレンジジュース

・ 関税率半減の特恵輸入枠の設定

初年度 ４０００トン → ５年目 ６５００トン（濃縮換算）, ,

３ 牛肉

・ 当初２年間 市場開拓枠 １０トン（無税）

・ ３年目以降

３年目 ３０００トン → ５年目 ６０００トン, ,
関税率は、協定発効後２年目に協議。

４ 鶏肉

・ 当初１年間 市場開拓枠 １０トン（無税）

・ ２年目以降

２年目 ２５００トン → ５年目 ８５００トン, ,
関税率は、協定発効後１年目に協議。

５ オレンジ生果

・ 当初２年間 市場開拓枠 １０トン（無税）

・ ３年目以降

３年目 ２０００トン → ５年目 ４０００トン, ,
関税率は、協定発効後２年目に協議。

※ いずれの品目についても、協定発効後５年目に再協議。



別添２ 

鉱工業品分野における交渉の結果概要 

 

１．総論 

 

○ 鉱工業品分野においては、日墨双方の関心に応えた、国際的に遜色のない自

由化（関税撤廃）に合意。 

○ 日墨双方とも、ほぼ全ての品目について、関税を１０年以内に撤廃すること

に合意。 

 

２．鉄鋼分野の墨側自由化約束 

 

○ 例外なく、全ての鉄鋼製品について、１０年以内に関税を撤廃。 

○ そのうち、特定業種※向けに使われるもの等については、関税を即時撤廃。    
※電子、家庭用電気製品、資本財、自動車の４分野 

 

３．自動車分野の墨側自由化約束 

 

○ 協定発効時より、乗用車及び大型を除くバス・トラックについて、前年の墨

国内販売台数の５％の新規の無税枠を設け、７年目から完全自由化。（注） 

 

（注）墨内に生産拠点を有する企業向けの既存無税枠は、別途維持。 

 

 


